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新型コロナウイルス感染症への対応について(事務連絡）

新型コロナウイルス感染症への対応に関する昨日の内閣総理大臣の発言を受け，

3月2日以降，全国の小学校， 中学校，高等学校及び特別支援学校について臨時休

校となる可能性があります。また，行政機関等には，休暇が取りやすくなる環境の

整備,特に子どもを持つ保護者への配慮が求められており，職員の中にも子の監護

等のために休暇を取得する必要が生じる者があると思われます。

感染拡大への不安は子どもを持つ保護者であるか否かを問わず，すべての職員に

共通するところであり，感染の流行を早期に収束させるために徹底した対策をとる

という上記の政府の方針を踏まえると，裁判事務を含め，管理職員等の負担で通常

事務を処理する態勢を模索するのではなく，縮小された人的態勢で,可能な範囲で

行える事務を行うことを検討すべきものと考えられます。

ついては，各庁において，学校の臨時休校等に伴い職員が休暇を取得することに

よる各部署の業務への影響を早急に把握した上，特定の者に業務が集中するような

ことは避け，縮小される人的態勢で無理なく業務が遂行できるよう，業務の在り方

について検討を行ってください。検討に当たっては，現在，新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のための取組が全国で講じられていることも考慮し，裁判事務

についても例外とせず，別添の新型インフルエンザ等対応BCPに添付の表も参考
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に，事件。手続の性質や緊急性の度合いを考慮した上で，例えば,多数の一般国民
〉

に出頭義務を課すという特質を有する裁判員等選任手続期日については実施を見送

るなど，各種期日等の優先順位を検討した上で，その変更・延期をより柔軟に行う

といったことも検討の対象としてください。

上記の検討をするに当たっては，裁判官の理解が極めて重要です。 この書面につ

ては，裁判官,管理職員に速やかかつ確実に周知してください。

なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所から連絡してください。

いては，
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保全に関する事務仕刷…刑事公判陶留がされている事件)に関する事務

略式手続に関する事務

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･民事訴訟に関する事務

･督促手続に関する事務

･民事調停に関する事務

･執行に関する事務(上毘以外のもの）

,．倒産に関する事務(上配以外のもの）
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･その他の民事事件に関する事務

･刑事公判(勾留がされていない事件)に関する事
務

･医療観察事件(睡定入院命令･決定がされていな
い事件)に関する事務

･その他の刑事事件に関する事務

･家事審判に関する事務

･家事調停に関する事務

･人事訴訟に関する事務
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･その他の家事事件に関する事務

･少年審判(観護措琶斌とられていない事件)に関
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･その他の少年事件に関する事務

･第1順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･給与事務

｡第2順位の裁判部の業務を継
続するために必要な事務

･検察審査会に関する事務

上配いずれにも該当しない総
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